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で
は
、
対
策
を
行
っ
て
い
る
企
業
は

ど
れ
く
ら
い
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
13
年

に
発
表
さ
れ
た「
労
働
安
全
衛
生
調
査
」

に
よ
る
と
、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
に

取
り
組
ん
で
い
る
事
業
者
割
合
は
、年
々

増
加
傾
向
に
あ
り
、
同
年
に
は
前
年
か

ら
13
・
５
ポ
イ
ン
ト
増
の
60
・
７
％
と

な
っ
た（
64
ペ
ー
ジ
図
１
）。
ま
だ
取
り

組
ん
で
い
な
い
事
業
者
は
そ
の
理
由
と

し
て
、「
該
当
す
る
労
働
者
が
い
な
い
」

「
取
り
組
み
方
が
わ
か
ら
な
い
」「
必
要
性

組
内
容（
複
数
回
答
）は
、「
労
働
者
へ

の
教
育
研
修
・
情
報
提
供
」（
46
・
０
％
）

が
最
も
多
く
、「
事
業
者
内
で
の
相
談

体
制
の
整
備
」（
41
・
８
％
）、「
管
理
監

督
者
へ
の
教
育
研
修
・
情
報
提
供
」

（
37
・
９
％
）の
順
で
多
い
。

　

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
の
不
調
を
理
由
に

休
職
・
退
職
す
る
労
働
者
を
減
ら
し
、

少
し
で
も
働
き
や
す
い
職
場
環
境
を
実

現
す
る
た
め
、
国
は
14
年
６
月
25
日
に

労
働
安
全
衛
生
法
の
一
部
を
改
正
す
る

介
護
事
業
は
精
神
障
害
の

請
求
件
数
が
最
も
多
い

仕
事
に
は
多
か
れ
少
な
か
れ
ス
ト
レ

ス
が
つ
き
も
の
だ
が
、
度
を
越
す
と
、

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
不
調
を
引
き
起
こ
し

た
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
自
殺
に
つ
な

が
っ
た
り
す
る
こ
と
も
あ
る
。
２
０
１ 

４
年
中
に
お
け
る
自
殺
者
の
総
数
は

２
万
５
４
２
７
人
で
、
原
因
・
動
機
が

明
ら
か
な
も
の
の
う
ち
、
最
も
多
い
原

因
・
動
機
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の

が「
健
康
問
題
」（
１
万
２
９
２
０
人
）、

次
い
で「
経
済
・
生
活
問
題
」（
４
１ 

４
４
人
）、「
家
庭
問
題
」（
３
６
４
４
人
）

で
、
４
番
目
に
多
か
っ
た
の
が「
勤
務

問
題
」（
２
２
２
７
人
）と
、
一
般
的
に

見
て
も
勤
務
問
題
は
自
殺
の
原
因
と
し

て
も
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。

で
は
、
介
護
業
界
は
ど
う
な
っ
て
い

る
の
だ
ろ
う
か
。
今
年
６
月
25
日
、
厚

生
労
働
省
は
14
年
度『
過
労
死
等
の
労
災

補
償
状
況
』を
発
表
し
た（
表
）。
精
神
障

害
の
請
求
件
数
が
最
も
多
か
っ
た
の
は

社
会
保
険
・
社
会
福
祉
・
介
護
事
業
で
、

１
４
０
件
と
そ
の
な
か
で
も
群
を
抜
い

て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
介
護
業
界
で

働
く
人
は
他
業
種
と
比
べ
、
多
く
の
ス

ト
レ
ス
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
う

か
が
え
る
。

業種（大分類） 業種（中分類） 請求件数
1 医療、福祉 社会保険・社会福祉・介護事業 140（90）
2 医療、福祉 医療業 95（72）
3 運輸業、郵便業 道路貨物運送業 84（10）
4 サービス業（他に分類されないもの）その他の事業サービス業 64（28）
5 卸売業、小売業 その他の小売業 51（26）
6 情報通信業 情報サービス業 48（12）
7 製造業 電気機械器具製造業 47（7）
8 製造業 輸送用機械器具製造業 39（7）
9 教育、学習支援業 学校教育 37（20）
10 サービス業（他に分類されないもの）その他のサービス業 36（10）
11 卸売業、小売業 各種商品小売業 33（15）

11 学術研究、専門・技術サービス業 専門サービス業（他に分類され
ないもの） 33（14）

11 卸売業、小売業 機械器具小売業 33（8）
14 宿泊業、飲食サービス業 飲食店 31（12）

15 学術研究、専門・技術サービス業 技術サービス業（他に分類され
ないもの） 30（3）

表　精神障害の請求件数の多い業種（中文類の上位15業種）

注 1　業種については、「日本標準産業分類」により分類している。
　2　（）内は女性の件数で、内数である。
出典：2014年度「過労死等の労災補償状況」（厚生労働省）

今年 12月から、従業員 50人以上の事業場にはストレスチェック実施が義務付けられた（50
人未満の場合、努力義務）。介護業界はストレスが多く、それを理由に退職する人が後を絶た
ない。ストレスチェックをうまく活用し、職場環境を改善させる方法を探った。
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を
感
じ
な
い
」
と

い
っ
た
点
を
挙
げ
て

い
る
。

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス

対
策
に
取
り
組
ん
で

い
る
企
業
の
割
合
は
、

事
業
所
規
模
が
大
き

く
な
る
ほ
ど
高
く
な

り
、
１
０
０
０
人
以

上
の
場
合
は
97
・
９
％

に
達
す
る
。
一
方
、

10
〜
29
人
で
は
55
・

２
％
に
す
ぎ
ず
、
中

小
規
模
の
事
業
所
が

多
い
介
護
業
界
に
お

い
て
は
、
対
策
に
取

り
組
ん
で
い
る
事
業

所
は
少
な
い
と
推
測

で
き
る
。
な
お
、
取

(C) 2015 日本医療企画.
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要
が
生
じ
て
き
ま
し
た
」

　

10
年
に
は
、
そ
れ
ま
で
12
年
間
自
殺

者
が
３
万
人
を
超
え
て
い
た
こ
と
か

ら
、
早
期
に
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
不
調
を

発
見
す
る
た
め
に
対
策
が
急
が
れ
た

が
、
そ
の
後
、
職
場
環
境
改
善
に
役
立

た
せ
る
た
め
と
目
的
を
変
え
、
具
体
的

業
や
鉛
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
が
じ

ん
肺
や
鉛
中
毒
に
な
ら
な
い
よ
う
に
安

全
を
確
保
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
行
わ

れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
力
仕
事
よ

り
も
頭
脳
労
働
が
増
え
、
Ｉ
Ｔ
化
も
進

む
な
か
、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
不
調
を
抱

え
る
人
が
増
え
、
そ
れ
に
対
応
す
る
必

「
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
項
目
等
に
関
す

る
専
門
検
討
会
」や「
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ

ク
制
度
に
関
す
る
マ
ニ
ュ
ア
ル
作
成
委

員
会
」
の
座
長
を
務
め
た
北
里
大
学
の

相
澤
好
治
名
誉
教
授
は
、
そ
の
狙
い
に

つ
い
て
こ
う
説
明
す
る
。

「
こ
れ
ま
で
労
働
衛
生
は
、
粉
じ
ん
作

法
律
を
公
布
、
新
た
に
創
設
さ
れ
た
ス

ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
制
度
に
つ
い
て
は
今

年
４
月
15
日
に
関
連
す
る
省
令
・
告
示
・

指
針
が
公
表
さ
れ
、
12
月
か
ら
ス
ト
レ

ス
チ
ェ
ッ
ク
実
施
を
義
務
づ
け
た
（
従

業
員
50
人
以
上
の
事
業
場
。
50
人
未
満

の
場
合
は
努
力
義
務
）。
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図 1　メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所割合　※事業所計＝ 100%

図 2　ストレスチェック制度の流れ　出典：厚生労働省ストレスチェック制度の流れ

事業者による方針の表明

（実施者）
ストレスチェックの結果を労働者に直接通知

※この他必要に応じて相談窓口等についても情報提供

（実施者）
面接指導の申出の勧奨

職場環境の改善
のために活用

（実施者）
事業者に結果通知

医師による面接指導の実施

ストレスチェックと面接指導の実施状況の点検・確認と改善事項の検討

事業者から医師へ面接指導実施の依頼

（実施者）
結果の事業者への通知に
同意の有無の確認

（実施者）
集団的分析結果を
事業者に提供

（労働者）
セルフケア

※必要に応じて相談窓口の利用

（実施者）
ストレスチェックの結果を
職場ごとに集団的分析

労働者に説明・情報提供

○一般定期健診と同時に実施することも可能（ただし結果の取扱いの違いに注意が必要）
○産業医が実施者となることが望ましい

医師、保健師等※によるストレスチェック実施 ※一定の研修を受けた看護師、
　精神保健福祉士

※以下は努力義務

労働者から事業者へ面接指導の申出
※申出を理由とする不利益取扱いの禁止

相談機関、専門医
への紹介

必要に応じて

必要に応じ就業上の措置の実施
※労働者の実情を考慮し、就業場所の変更、作業の転換、
　労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を行う

※面接指導結果を理由とする不利益取扱いの禁止

医師から意見聴取
※時間外労働の制限、作業の転換等について意見

衛生委員会で調査審議
○目的の周知方法
○実施体制（実施者等の明示）
○実施方法

○情報の取扱い
○ストレスチェック結果の保存方法
○ストレスチェックの結果等の利用目的・利用方法
○情報の取扱いに関する苦情処理
○不利益な取扱いの防止

実
施
前

ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク

集
団
分
析

面
接
指
導

全
体
の
評
価

＜高ストレス者＞

(C) 2015 日本医療企画.



65　CARE VISION SEP.2015　

ル
ス
対
策
に
つ
い
て
の
理
解
が
深
ま

り
、
そ
の
後
は
不
調
を
訴
え
た
り
、
そ

れ
を
理
由
に
休
職
・
離
職
し
た
り
す
る

職
員
は
い
な
く
な
っ
た
と
い
う
。

「
あ
る
製
造
業
の
会
社
で
は
１
年
間

か
け
て
職
場
改
善
を
行
っ
た
と
こ
ろ
も

あ
り
ま
す
。
そ
の
結
果
、
精
神
的
健
康

度
が
向
上
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
職
場

の
生
産
性
も
向
上
し
ま
し
た
」
と
、
相

澤
名
誉
教
授
は
話
す
。

　

問
題
点
を
改
善
し
て
い
く
こ
と
で
、

各
種
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
が
減
少
し
た
職
場

も
あ
っ
た
と
い
う
。
働
き
や
す
い
職
場

づ
く
り
は
、
職
員
の
休
職
・
離
職
を
減

ら
す
だ
け
で
は
な
く
、
生
産
性
の
面
で

も
効
果
を
上
げ
て
い
る
よ
う
だ
。

　

今
回
始
ま
る
同
制
度
は
、
従
業
員
50

人
以
上
の
事
業
場
が
対
象
だ
。
だ
が
、

従
業
員
が
精
神
的
に
不
調
を
覚
え
る
こ

と
な
く
働
き
続
け
ら
れ
る
職
場
を
つ
く

る
た
め
に
も
、
努
力
義
務
と
さ
れ
て
い

る
50
人
未
満
の
事
業
場
で
も
ス
ト
レ
ス

チ
ェ
ッ
ク
を
実
施
し
て
い
き
た
い
と
こ

ろ
だ
。
従
業
員
50
人
未
満
の
事
業
場
が

合
同
で
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
を
実
施

し
、
ま
た
合
同
で
選
任
し
た
産
業
医
が

ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
後
の
面
接
指
導
等

を
実
施
す
る
場
合
に
は
、
費
用
の
助
成

も
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た

制
度
も
賢
く
利
用
し
た
い
。

ら
れ
て
い
る
。

改
善
に
つ
な
げ
る
こ
と
で

生
産
性
向
上
に
も

　

ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
の
実
施
に
よ

り
、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
不
調
の
ス
タ
ッ

フ
に
就
業
上
の
措
置
を
行
う
こ
と
も
も

ち
ろ
ん
大
事
だ
が
、
相
澤
名
誉
教
授
は

職
場
改
善
の
重
要
性
を
強
調
す
る
。

「
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
の
個
人
結
果

を
も
と
に
、
ス
タ
ッ
フ
が
個
人
で
職
場

環
境
を
改
善
す
る
の
は
難
し
い
の
で
、

集
団
分
析
結
果
に
基
づ
い
て
グ
ル
ー
プ

ワ
ー
ク
な
ど
を
行
い
、
問
題
点
を
見
つ

け
改
善
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
を
実
施
す
る
だ
け

で
、
そ
の
結
果
を
活
用
し
な
か
っ
た
ら

意
味
が
あ
り
ま
せ
ん
」

　

実
施
者
は
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
の
結

果
を
職
場
ご
と
に
集
団
分
析
し
、
そ
れ

を
事
業
者
に
提
供
。
ほ
か
の
職
場
と
比

較
す
る
こ
と
で
、
自
事
業
所
の
課
題
を

明
ら
か
に
で
き
る
た
め
、
結
果
を
活
用

し
て
改
善
を
図
れ
る
だ
ろ
う
。

　

あ
る
介
護
施
設
で
は
、
職
員
の
な
か

に
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
不
調
を
訴
え
る
人

が
出
て
き
た
こ
と
か
ら
、
毎
年
実
施
し

て
い
る
職
員
研
修
の
な
か
で
、
メ
ン
タ

ル
ヘ
ル
ス
対
策
に
つ
い
て
取
り
上
げ

た
。
そ
の
結
果
、
職
員
の
メ
ン
タ
ル
ヘ

働
者
に
そ
の
結
果
を
通
知
し
、
労
働
者

は
そ
れ
を
も
と
に
セ
ル
フ
ケ
ア
を
行

う
。

　

高
ス
ト
レ
ス
と
判
定
さ
れ
た
場
合
、

実
施
者
は
労
働
者
に
面
接
指
導
の
申
し

出
を
す
す
め
、
も
し
労
働
者
が
事
業
者

に
申
し
出
た
場
合
は
医
師
に
よ
る
面
接

指
導
を
行
い
、
必
要
な
ら
相
談
機
関
や

専
門
医
に
紹
介
す
る
。
面
接
指
導
の
内

容
を
も
と
に
、
場
合
に
よ
っ
て
は
時
間

外
労
働
の
制
限
や
作
業
の
転
換
、
深
夜

業
務
の
回
数
の
減
少
等
就
業
上
の
措
置

を
行
い
、
で
き
る
だ
け
ス
ト
レ
ス
が

減
る
よ
う
に
配
慮
す
る
。
ス
ト
レ
ス

チ
ェ
ッ
ク
の
結
果
を
事
業
者
に
通
知
す

る
に
あ
た
っ
て
は
、
労
働
者
の
同
意
が

必
要
だ
。

「
ス
ト
レ
ス
に
は
客
観
的
な
指
標
が

な
い
た
め
、
設
問
に
正
し
く
答
え
て
も

ら
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、

制
度
を
構
築
す
る
う
え
で
は
、
情
報
の

な
内
容
が
決
ま
り
、
今
年
12
月
か
ら
実

施
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

　

ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
制
度
は
、
次
の

流
れ
で
行
う
（
図
２
）。
実
施
前
に
事

業
者
が
方
針
を
表
明
す
る
と
と
も
に
、

実
施
体
制
や
情
報
の
取
り
扱
い
、
情
報

の
取
り
扱
い
に
関
す
る
苦
情
処
理
、
不

利
益
な
取
り
扱
い
の
防
止
な
ど
に
つ
い

て
衛
生
委
員
会
で
調
査
・
審
議
し
、
そ

れ
を
労
働
者
に
伝
え
る
。

「
従
業
員
に
き
ち
ん
と
ス
ト
レ
ス

チ
ェ
ッ
ク
を
受
け
て
も
ら
う
に
は
、

ト
ッ
プ
が
何
の
た
め
に
行
う
の
か
、

し
っ
か
り
と
説
明
す
る
こ
と
が
大
切
で

す
」（
相
澤
名
誉
教
授
）

　

続
い
て
、
医
師
や
保
健
師
等
（
一
定

の
研
修
を
受
け
た
看
護
師
や
精
神
保
健

福
祉
士
も
可
）
が
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク

を
実
施
。
こ
れ
は
健
康
診
断
と
一
緒
に

行
っ
て
も
構
わ
な
い
が
、
結
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(C) 2015 日本医療企画.




